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不起立闘争を大きく拡げ
「10･23通達」にトドメを
　都高教のみなさん！　全都の教育労働者のみなさん！

　「日の丸・君が代」強制を許さず、今卒業式で不起立闘争を

闘いぬこう！　今春の卒業式を前にして、多くの教育労働者が

「第２ラウンドがめぐってきた」「今度は私の出番だ」と、不

起立を決意しています。「１０・２３通達」から３度目となる

今春の卒・入学式が決定的です。不起立闘争を拡げることが教

基法改悪阻止・改憲阻止の力です。ともに闘いましょう！

２年間の不屈の闘いが、
「１０・２３通達」を無力に追い込んだ

　都教委が「１０・２３通達」を発してから２年余。この２年

間の不屈の闘いは、都教委を確実に追いつめて、今や「１０・

２３通達」はまったく無力となっています。

　「１０・２３通達」とは、その「実施指針」において「国旗

掲揚」「国歌斉唱」「会場設営」についてこと細かに定め、絶

対服従を命じたものですが、その核心は、なんと言っても「本

通達に基づく校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責

任を問われる」という言葉です。処分で脅して教育労働者を震

えあがらせ、いっさいの抵抗を封じることによって初めて、

「１０・２３通達」は威力を発揮するのです。

　では、この通達によって、東京の教育労働者は何も抵抗でき

ない状態に追い込まれたのか？　まったく逆でした。これほど

理不尽な攻撃に対して、「こんなことには従えない」「ここで

譲ってしまったら終わりだ」と猛反発して、数百人の労働者が

不退転の不起立闘争を闘いました。

　石原と都教委は、「日の丸・君が代」闘争の処分としては

例のない重処分を乱発しました。「１回不起立したら、再雇用

しないぞ」という脅しも使いました。被処分者に「反省」「転

向」を強いる「服務事故再発防止研修」まで強行しました。

　しかし、あらゆる手だてを使って抵抗を封じようとした石原

と都教委の思惑は、完全に破綻しました。「クビをかけて都教

委と闘いぬく」と断固として宣言する教育労働者が登場したこ

とによって、都教委の敗北が宣告されたのです。今や「１０・

２３通達」の威力は完全に失われています。

これだけは譲れない！

　「１０・２３通達」にはひとかけらの大義も真理もありま

せん。なぜ卒・入学式に「日の丸・君が代」が存在しなければ

ならないのか？　まともな回答など誰もできない。ただただ力

ずくで「従え」と脅しつけるだけです。それに対して、処分や

弾圧に屈せずに抵抗する労働者が登場したら、「日の丸・君が

代」強制は貫徹できないのです。

　「１０・２３通達」を発した後、都知事・石原が言っていた

ことを思い起こしてみてください。「５年先・１０年先になっ

たら、首をすくめて見ている他県はみんな東京のまねをする。

それが東京から日本を変えていくことになると信じている」

（０４年４月、都教育施策連絡会にて）。

　現実は、石原の思いどおりになったでしょうか？　とんで

もありません。東京の闘いを封じることなどまったくできず、

闘う労働者が次々と登場しています。全国の教育労働者も「東

京とともに闘おう」と立ち上がっています。こうした闘いによ

り、「東京のようにはなりたくない」と悲鳴を上げる教育委

員会まで出てきました。実際、大阪では、府教委が一律の職務

命令を否定しました。東京の闘いは、全国の教育現場における

「日の丸・君が代」強制の歯止めにもなっています。

　今年、一昨年・昨年を上回る不起立闘争をたたきつければ、

「１０・２３通達」に最後的にトドメを刺すことができます。

職務命令をはね返して
不起立を闘ってこそ教育労働者

　都教委は「国旗・国歌の適正な実施の目的は、教職員の意識

変革だ」と言っています。教育労働者を、平和・人権の担い手

から、《戦争教育の担い手》《国家意思の体現者》へとつくり

変えることが核心だと公言しているのです。

　戦前、「日の丸・君が代」の強制は、中国侵略戦争（日清戦

争）が切迫する中で、「教育勅語」発布の翌１８９１年に「小

学校祝日大祭日儀式規定」が定められたことから始まりまし

た。《戦争は学校から始まった》のです。学校において「日の

丸・君が代」が完全実施されることをとおして、「天皇のため

に命を捨てることこそ日本人の至上の使命」という価値観が社

会全体に強制され、労働者が侵略戦争に動員されていったので

す。再びこのような攻撃が始まった今、学校現場の制圧を許さ

ない教育労働者の闘いは決定的な意義を持っています。

　都教委が徹底指導・率先垂範を「教職員の職務」として迫る

ことに対しては、「不起立で闘いぬくことこそ教育労働者の誇

りある仕事だ」と言いきって闘いましょう！




